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歴史的風致別シート（様式５）

吉野川支流祖谷川流域に残る歴史的風致（祖谷）

吉野川上流域に残る歴史的風致（大歩危小歩危）

吉野川中流域に残る歴史的風致（池田町及び井川町）

中間評価シート

歴史的な建造物の資材確保に関する方針

歴史的風致を形成する周辺の景観整備に関する方針

民俗芸能の継承と担い手及び伝統技術者の育成に関する方針

観光交流客数の増加



1

2

3

4

5

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅰ

Ⅱ

A

B

対応する方針

Ⅴ

Ⅰ・Ⅴ

Ⅰ

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

①歴史的風致

歴史的風致

吉野川支流祖谷川流域に残る歴史的風致（祖谷）

吉野川上流域に残る歴史的風致（大歩危小歩危）

吉野支流馬路川に残る歴史的風致（池田町佐野）

吉野川中流域に残る歴史的風致（池田町及び井川町）

吉野川支流河内谷川に残る歴史的風致（三野町）

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

Ⅴ

③歴史まちづくりの波及効果

効果

②歴史的風致の維持向上に関する方針

方針

民俗芸能の継承と担い手及び伝統技術者の育成に関する方針

歴史的文化遺産の掘り起こしと価値づけに関する方針

祖谷の蔓橋架け替え資材確保事業 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理

観光交流客数の増加

地域文化遺産の掘り起こしによる地域活性化

④代表的な事業

2

中間評価シート（統括シート） （様式1）

取り組み 事業の種別

登録有形文化財「山下家別邸」保存修理事業 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理

歴史的な建造物の保存と活用に関する方針

歴史的な建造物の資材確保に関する方針

歴史的風致を形成する周辺の景観整備に関する方針
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中間評価（方針別シート） （様式２）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

今後の対応 継続展開方針

【課題】個人管理による建造物は、維持経費に係る負担が重く、改修等の保存事業が進まず一層老朽化が進んでい
る。また歴史的な建造物が空き家として増加する要因として、近年の少子高齢化や、若者の都市流出が進んだこと
もあげられる。これにより空き家は増加し続け、歴史的建造物の維持保存が難しい状況となっている。
【方針】指定、登録等を行った文化財については、保存状況を適宜把握し、良好な保全が図られるよう所有者等に適
切な指導と助言を行う。また、老朽化が進んでいる建造物については、個人での維持管理が難しい状況が見受けら
れるため、補助金制度を活用した改修事業を所有者、管理者と協議を進め、文化財の維持と保存のための支援を図
る。

②事業・取り組みの進捗

重伝建落合地区修理修景事業 22件の保存修理補助 あり H18～

Ⅰ歴史的な建造物の
保存と活用に関する方針

公開活用施設として整備 あり H31～R2

項目 推移
計画への位置づ

け
年度

重要有形民俗文化財「祖谷の蔓
橋」　　　　　　　　保存修理事業

S3～あり

④自己評価

　歴史的な建造物の保存と活用に関して、少子高齢化による空き家の老朽化によっ
て、これまで多くの歴史的建造物が失われてきた。こうした中、空き家の利活用をする
ことによって「交流人口の増加」、次に歴史的建造物の修理復元等の事業を実施する
ことで「文化財に対する意識の向上」・「景観保全」の成果に繋がった。これらはどれも
「地域の活性化」として大きな成果としてあらわれた。

3

③課題解決・方針達成の経緯と成果

①課題と方針の概要

⑤今後の対応

　これから、ますます高齢化による人口減少が進んでいくが、引き続き積極的な活用を行い観光だけでなく、地域の
コミニュティの場としても活用する。また、地元の子供たちへの教育としての活用も併せて行い、次世代へ残してい
く。

●重伝建落合地区修理修景事業
　平成１７年に重要伝統的建造物群保存地区として選定を受けてから、個人所有民
家を年に１棟～２棟のペースで、これまで２２棟の修理修景事業を進め、伝建地区の
良好な保存が進められ歴史的風致の向上を図ることができた。

●重要有形民俗文化「祖谷の蔓橋」保存修理事業
　蔓橋は、年間約３０万人が来訪され、３年に１度の架け替えが、かずら橋保勝会より
行われ、近年では令和５年度に架け替えが行われ、周囲の景観と共に良好な保存
がされ歴史的風致の向上を図ることができた。

●登録有形文化財「山下家別邸」保存修理事業
　老朽化により屋根瓦や土壁が傷み雨漏りが見られるなど、修繕が急務となってい
た当該物件を市に寄贈してもらい修理を実施し、井川地区のうだつの町並みの良好
な町並み景観の形成を図ることができた。

3年に１度の架け替え修理を27回

登録有形文化財「山下家別邸」
保存修理事業

【柿平家住宅】修理

【登録文化財「山下家別邸」】

【かずら橋架け替えの様子】
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1，414束（2尺締）採取

150株国有林へ植樹

あり

あり

中間評価（方針別シート） （様式２）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

方針
Ⅱ歴史的な建造物の

資材確保に関する方針
今後の対応 継続展開

①課題と方針の概要

【課題】茅葺き屋根である建造物や、シラクチカズラで架けられている重要有形民俗文化財「祖谷の蔓橋」など、植物性資材を必
要とする歴史的建造物は、定期的な修理が必要であり、従来と同品種、同品質の資材を確保することが必要である。しかし近年
はその修理用資材の安定的な確保が困難な状況となっている。
【方針】重要有形民俗文化財「祖谷の蔓橋」の資材となる「シラクチカズラ」や、伝統的建造物である茅葺き住宅の資材となる
「茅」の確保を、地元各種団体等と連携し、確保に努める。

②事業・取り組みの進捗

項目 推移
計画への位置づ

け
年度

　歴史的な建造物の資材確保に関して、祖谷の蔓橋の資材であるシラクチカズラは、生
態的に使用できるまで２０年～３０年以上かかると言われており、１度採取してしまうと現
在の森林環境では生育は難しく（周辺の木々に栄養が採られるため）、年々採取場所が
なくなり、遠方へ採取するようになった。平成１９年度に「祖谷の蔓橋架け替え資材確保
実行委員会」を設立し、地元小中学生や関係団体に協力を頂けるようになり、植樹した苗
木は順調に生育している。将来的な資材確保に前進できた。

H28～

H19～

茅葺屋根葺き替え資材確保事業

祖谷の蔓橋架け替え資材
確保事業

⑤今後の対応

双方の資材確保については、引き続き事業を行っていくが、採取範囲（茅）、植樹範囲（シラクチカズラ）について、長期間計画を
策定する必要がある。
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③課題解決・方針達成の経緯と成果

●祖谷の蔓橋架け替え資材確保事業
　３年に１度の架け替えに必要な量は約６ｔであり、現在では高知県の国有林まで採取に入って
いる。こうした現状から、将来的な確保のために、地元徳島森林管理署と連携し、シラクチカズ
ラの苗木を祖谷の国有林内に植樹を実施。現在順調に生育しており、２０年後から３０年後には
材料として使用できる。

●茅葺屋根葺き替え資材確保事業
　茅葺屋根の材料であるススキを、地元の保存会等で耕作放棄された畑で茅を採取確保する
事業を実施。これにより、修理用資材の確保が図られ、歴史的建造物の緊急用の修繕資材とし
ても使用できるようになった。

④自己評価

【茅保管庫】

【茅刈りの様子】

【シラクチカズラ植樹の様子】
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中間評価（方針別シート） （様式２）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

方針
Ⅲ歴史的風致を形成する周辺の

景観整備に関する方針
今後の対応 継続展開

①課題と方針の概要

【課題】歴史的風致を形成する重要有形民俗文化財「祖谷の蔓橋」、重要伝統的建造物群保存地区「三好市東祖谷山
村落合」等を核とする「山村集落」や、池田町や井川町のうだつの町並みは、過去の高度経済成長や観光地化したこと
により、景観にそぐわない建造物や工作物が建てられている。
【方針】文化財周辺の町並みや、自然的景観を阻害してしまう無秩序な屋外公告物については、三好市景観条例や徳
島県屋外公告物条例を適用し、行為の制限を行う。各重点区域周辺においては、景観保全や自然的景観及び歴史的
景観に配慮した修景を図っていく。

②事業・取り組みの進捗

項目 推移
計画への位置づ

け
年度

景観整備事業
重伝建落合地区及び周辺

屋根塗り替え86棟・景観阻害建造
物の解体1棟

あり H22～

5

③課題解決・方針達成の経緯と成果

⑤今後の対応

引き続き、歴史的風致を向上していくための景観対策は実施していく。現在は祖谷が主だっているが、他地域にも波及
させていく。

●景観整備事業
　祖谷地方では、重伝建保存地区内にある景観にそぐわない色の屋根が多く存在してい
たため、平成２２年度より景観条例による計画色での屋根の塗り替え補助を実施。これ
により対岸から見る、伝建地区の歴史的風致は向上した。
　祖谷の蔓橋付近では、高度経済成長期にお土産店等の店が多く立ち並んでいたことが
あり、景観を阻害していた。その多くは村の時代に徹却されたが、世代交代などにより一
部残っているものもあった。その中でも、景観を大きく阻害していた祖谷の蔓橋までの観
光導線にある空き家売店が、令和５年度にかずら橋保勝会や観光協会などの関係団体
の協力を得て、解体が実施された。歴史的風致の良好な景観が向上した。

④自己評価

　歴史的風致を形成する周辺の景観整備では、伝建地区での屋根の塗り替え事業を実施
したことで、景観の向上だけでなく、歴史的建造物全体の保存にも繋がった。また、地区住
民の景観に対する考え方も統一された。
祖谷の蔓橋での景観阻害建造物の撤去は、長い期間問題視されてきた案件であったが、
継続して行われてきた歴史文化的な活動である蔓橋の架け替えと、各団体が団結したこと
による成果と考えられる。

【屋根塗り替え前】

【景観阻害建造物】解体前

【屋根塗り替え後】

解体後
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中間評価（方針別シート） （様式２）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

方針
Ⅳ民俗芸能の継承とに担い手及び
伝統技術者の育成に関する方針

今後の対応 継続展開

①課題と方針の概要

【課題】歴史的風致を形成する民俗芸能や建造物が多くあり、これまで地元保存会を中心にその保存継承に努めてき
た。これまで保存継承を図るため、各種の助成事業により支援を行ってきた。しかし、近年の人口減少及び少子高齢
化、若者の都市流失に伴う民俗芸能や伝統工法技術の後継者不足は深刻であり、古来の伝統的な形態が失われつ
つある。
【方針】担い手不足が深刻な無形の民俗文化財等の保存団体に対しては、市からの組織運営補助や文化関係補助事
業により施設や用具の整備に対する支援を継続して行い、組織の維持と担い手の育成、基盤整備の支援を図ってい
く。また、各保存団体が行う広報活動、公演活動についても情報提供に協力し、保存活用の支援を図っていく。

②事業・取り組みの進捗

項目 推移
計画への位置づ

け
年度

重要無形民俗文化財
「西祖谷の神代踊」継承事業

天満宮へ神代踊り奉納時、西祖
谷小中学生に参加（11回）

あり H24～

祖谷の蔓橋架け替え継承事業
西祖谷小中学生に架け替え体験

の開催（5回）
あり H23～

急傾斜地農業継承事業
東祖谷小中学生ほか、苗植えか

ら採取体験の実施（4回）
あり H28～
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③課題解決・方針達成の経緯と成果

⑤今後の対応

今後も、歴史や伝統を反映した民俗文化財や伝統産業の活動には支援を継続的に行い、担い手の育成や次世代へ
の継承に繋げていく。

●重要無形民俗文化財「西祖谷の神代踊」継承事業
　少子高齢化に伴い、担い手不足が深刻化、平成２３年には活動休止の話もあがった
が、地元小中学生にふるさと学習として参加（練習も含め）していただくように事業を実
施。また令和４年の１１月にはユネスコ無形文化遺産にも登録され、活動に活気が戻
り、貴重な文化財の大切さの継承を図ることができた。

●祖谷の蔓橋架け替え継承事業
　祖谷の蔓橋の架け替えの担い手不足も深刻化、架け替え期間中のみ対応できる人
材は、現在の生業事情では見つけることが困難である。まずは、郷土愛を育むために
地元小中学生に架け替えを体験してもらい、また蔓橋の重要性を知ってもらう学習会
を実施。こうした活動を体験することで、貴重な文化財の大切さの継承を図ることがで
きた。

●急傾斜地農業継承事業
　ソバと共に昔から栽培されてきた「ヤツマタ」を残そうと、平成２８年に祖谷雑穀生産
組合が設立。令和元年からは、地元小中学生にも苗の植え付けから収穫まで、体験し
てもらい、地元の貴重なｿｳﾙﾌｰﾄﾞについて学んでいる。近年では子供たちが雑穀を
使ったお菓子を作り、地元で開催するマルシェで販売するなどして、魅力を発信してい
る。こうした活動により急傾斜地農業の文化継承を図ることができた。

④自己評価

民俗芸能の継承と担い手及び伝統技術者の育成では、現在の生業事情や、地
域外に出てしまっていることで、担い手育成が十分とは言えないが、現在の活
動にかかる経費を支援することにより、現時点での担い手の育成や確保、地域
の活性化に寄与することができた。

【神代踊の練習の様子】

【架け替え体験の様子】

【苗植え付けの様子】
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④自己評価

　歴史的文化遺産の掘り起こしと　価値づけに関して『名勝調査報告書』・『文
献調査報告書』などの作成によって、市内全域の調査が行えている。併せて
市民の文化財に対する意識の向上にも繋げることができた。
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③課題解決・方針達成の経緯と成果

⑤今後の対応

　調査を実施することにより、新たな発見が多く更なる価値付けが行えた。当市にはまだまだ未着手である伝統的建
造物などが多くあることから、今後も積極的に調査事業を進めていく。また、本市の歴史文化を情報発信し、歴史ま
ちづくりに対する市民意識や認知度の向上を図る。

●佐野集落文化遺産総合調査事業
　瀬戸内海側からの文化が伝えられる阿波と讃岐・伊予との国境の村里として交易・
通過点として重要な地域であった佐野地区では、多くの歴史文化遺産が確認するこ
とができる。また六十六番札所雲辺寺への遍路道として、多くのお遍路さんが訪れて
いることから、佐野地区の歴史を感じていただくために散策マップを作成した。作成
には佐野の住民に参加していただいたことで、地域の歴史と文化資源の再発見、価
値づけに繋げることができた。
　
●歴史的文化遺産の掘り起こしと　保存・継承活動事業
　市内全域の名勝地を抽出し、地域資源の掘り起こしに繋がる事業として、令和２年
度から令和４年度の３ヵ年実施。市内アンケートを実施し６０箇所の歴史的風景地の
掘り起こしができ、地域の歴史と文化資源の再発見、価値づけに繋げることができ
た。

●登録文化財が残る町並み推進事業
　計画的に歴史的建造物等の調査研究を実施し、歴史的に価値の高いものについ
ては文化財指定や登録を進めてきたことにより、市民の文化財に対する意識が向上
した。

歴史的文化遺産の掘り起こしと
保存・継承活動事業

名勝調査事業（報告書作成） あり R2～R4

国登録文化財推進事業 有形登録61件・記念物登録1件 なし H18～

②事業・取り組みの進捗

項目 推移
計画への位置づ

け
年度

佐野集落文化遺産総合調査事業
佐野地区案内マップの作成

（1，000部）
あり R4

方針
Ⅴ歴史的文化遺産の掘り起こしと　価

値づけに関する方針
今後の対応 継続展開

①課題と方針の概要

【課題】これまで保存、伝承されてきた歴史的建造物等の歴史的文化遺産に対し、調査研究を実施し、歴史的に価値
の高いものについては文化財指定や登録を進めてきた。しかしながら四国一の行政面積を有する当市はまだまだ十
分に調査研究が出来ていないのが現状である。また市民の文化財に対する意識は、高まっているが十分とは言え
ず、近年の空き家の老朽化に伴い解体が進んでいる。
【方針】地域の歴史や文化に学ぶ学習内容を設けるとともに、学校教育では郷土学習や史跡めぐりの現地研修会を
行い、地域の歴史と文化資源の再発見と文化財、文化の保護精神の育成を図る。

中間評価（方針別シート） （様式２）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

【散策マップ】

【名勝調査報告書】

【令和5年度に

登録された２棟】



1

2

効果

①効果の概要

三好市を来訪する観光客数が増加

Ⅰ　観光交流客数の増加

中間評価（波及効果別シート） （様式３）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

②関連する取り組み・計画

連携の位置づけ 年度

あり Ｈ20～

他の計画・制度

三好市総合計画

　当市は、日本全体の少子高齢化及び人口減少により、日本人観光客は減少する傾向を予想し、交流人口増加
のため、次の３つの取り組みを行ってきた。
　①外国人観光客の受け入れのためにインバウンド事業として台湾・韓国・中国・アメリカ等の旅行会社への売り込
みや、ＨＰや案内表示の多言語化などを実施。
　②東祖谷地区の重要伝統的建造物群保存地区「東祖谷山村落合」の、空き家８棟の滞在型観光施設として整備
を実施。
　③重要有形民俗文化財「祖谷の蔓橋」の伝統的技法による３年に１度の保存修理を実施。
　以上の取り組みから三好市の観光客数は、祖谷の蔓橋で見ると認定後の平成２３年度の３０３，１８９人と、令和５
年度２７４，７２９人と約１０％減少※しているが、内外国人観光客数は約１０倍以上の増加が見られる。またコロナ
以前の令和元年度と比べ、外国人観光客数の割合は全体の約１６％と変わらず、コロナ規制が緩和されてからの
回復を見ても、増加傾向にあると考える。
　これは、歴史的風致維持向上計画に位置づけた各種事業が、この結果の一助になったと推察される。
※コロナの影響

④自己評価

　三好市を訪れる観光客数は増加傾向（コロナ禍除く）にあり、三好市の魅
力が多くの方に発信されていることを確認することができた。こうした成果
は、歴史的風致維持向上計画の取り組みが加えられたことが大きいと考え
られる。

8

⑤今後の対応

三好市観光基本計画

③効果発現の経緯と成果

あり Ｈ20～

　今後も引き続き、市観光部署や観光協会などと連携を強化し、さらなる魅力の発信をしていく。また三好市へ観
光客が流入する移動手段としてレンタカーや路線バスの使用が多いことから、観光客の利便性の向上を図ること
が必要である。

【施設利用者数】



中間評価（代表的な事業の質シート） （様式４）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

　歴史的風致形成建造物である当該建造物を、修理及び整備することにより、建造物の価値や魅力だけでなく、町
並み全体の歴史的風致の維持向上に繋がった。
　利用件数は、令和３年度５９件、令和４年度７６件、令和５年度７９件と増加傾向にある。
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取り組み

①取り組み概要

②自己評価

　重点区域吉野川中流域「池田町及び井川地区」に所在する当該建造物を令
和元年度から令和２年度にかけ、外観は悉皆調査を実施し文化財修理を行
い、内部は多目的室、厨房室などを設け、地区のコミニュティの施設として整
備した。

　今後も引き続き、歴史的形成建造物の価値を損なわないよう十分に配慮し、保存していく。また地域のコミニュティ
の場として多くの方々に活用してもらえるよう取り組んでいく。

登録有形文化財「山下家住宅別邸」
保存修理事業

種別
歴史的風致維持向上施

設

外部有識者名

外部評価実施日

③有識者コメント

④今後の対応

井川地区辻には登録有形文化財に登録された建物が数多くあり、繁栄した明治期から昭和初期の町並みが残され
ている。地域の伝統的な建築様式を踏襲し、文化財としての価値を失うことなく修理されたことを確認した。修理によ
り町並みの魅力が向上した。修理後は、町並み保存会により食堂や土産品販売が行われ、地域の人や観光客が訪
れ、地域のコミュニティ施設として活用されている。今後は、登録された他の建物も含め、空き家や取り壊されて空地
となった場所が多く見られるようになり、地域全体を活用されることを望む。

阿波まちなみ研究会　代表理事　坂口敏司

【修理前】 【修理後】

【多目的室】

【厨房室】



中間評価（代表的な事業の質シート） （様式４）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

種別 歴史的風致維持向上施設

①取り組み概要

　今後も引き続き、事業を継続し植樹エリアの拡大し資材確保に努め、祖谷の蔓橋を次世代へと保存継承していく。

　シラクチカズラで架けられている重要有形民俗文化財「祖谷の
蔓橋」は、文化財の保存、伝統技術の継承のために３年に１度の
架け替えが行われている。架け替えの材料には、シラクチカズラ
が使用され、毎回約６ｔもの材料が必要である。毎回の採取で、
年々採取が困難になってきたことから、将来的な資材確保のた
めに苗木を地元関係者でつくり、国有林へ植樹している。

　当該事業を実施することによって、これまで担当課と保存会だけの懸案事項だったのが、地元住民、関係団体な
ど、市全体で考え実施する事業に変化し、支援の輪が広がった。それに伴い祖谷の蔓橋の歴史文化についても再
認識され、令和５年度には「世界の持続可能な観光地TOP１００選」に選出されるなど、認知度が向上した。

香川大学　特命教授　農学博士　片岡郁雄

②自己評価

取り組み 祖谷の蔓橋架け替え資材確保事業
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外部有識者名

外部評価実施日

③有識者コメント

祖谷の蔓橋は、地域を代表する歴史的な文化財であるとともに、国内外から広く注目される特色ある観光資産であ
ることから、その持続的な保全・継承は極めて重要な課題である。これを職種や世代を超えた地域の関係者・市民
で共有し、将来不足が懸念されている架け替え材料のシラクチカズラの確保に向け、苗の増殖、蔓の育成に係る諸
活動を長年に亘り継続できていることには大きな意義がある。また、この過程において、域内の当事者に加え、域外
の関係機関との連携協力を拡大・強化し、苗の生育環境の改善や野生動物による食害回避等の方策を講じること
で、次世代のシラクチカズラの確保に一定の成果が得られつつあり評価できる。さらに、本事業に関連し、シラクチ
カズラに関する地域学習や蔓の果実の活用などの活動も展開されており、人材育成、産業振興においても波及効
果が認められる。
　永年生植物であるシラクチカズラが架け替え資材として利用できるまでには、長い年月を要することから、本事業
での取り組みも、持続的かつ面的な広がりをもって継続されることが強く望まれる。

④今後の対応

【苗木つくり】 【植樹】

【祖谷の蔓橋】



　西祖谷の神代踊、祖谷の蔓橋、急傾斜地農業など、多くの歴史文化遺産が
残されている祖谷地区で、各事業を実施したことにより、市民の文化財の意
識の向上に寄与し、歴史的風致も向上した。

●指定文化財保存修理事業
　祖谷地区に各指定文化財の保存修理に対し、三好市指定文化財保存修理
等補助金により修理費の一部を助成した。これにより、祖谷地区の歴史的景
観の向上など歴史的風致の維持向上が図られた。
●歴史的建造物資材の確保
　植物性資材が多く必要な文化財建造物の保存維持のために、地元関係者
等に参加してもらうことで、資材不足の危機感が共有され、積極的に確保して
もらうことで、歴史的風致の維持に寄与することができた。
●景観整備事業
　山村集落の景観に配慮した屋根の塗装に、支援を行うことで、景観は統一
され歴史的風致は維持向上した。
●伝統行事担い手支援事業
　祖谷の神代踊や、蔓橋等の民俗文化財に地元の小中学生が携わることに
よって、各保存団体の文化財保存に対する意識が高まった。また、子供たち
の地元に対する郷土愛も育まれることに寄与できた。

吉野川支流祖谷川流域に残る
歴史的風致（祖谷）

状況の変化

中間評価（歴史的風致別シート） （様式５）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

維持

①歴史的風致の概要

　祖谷地域は面積３ ３ ４ ㎢（三好市域の約４６％）で、東端の剣山をはじめ、周囲を高山に囲まれた険阻な山間にあ

る。この地域に見られる建造物は、寄棟茅葺屋根であったことがわかる歴史的建造物が多く見ることができる。これ
は１，０００ｍ級の山々に囲まれ、古くから交通の難所であり、閉鎖的な環境であったことから自給自足の生活がなさ
れ、現金収入が得られなかったことから、建造物に大きな改変が行われず、当時のままの姿形で残ったと思われ
る。急傾斜地での屋敷構えは独特であり、重要文化財である「木村家住宅」や「小采家住宅」のように、主屋、隠居、
納屋は等高線に沿って建ち並んでいる。これは山の斜面を切り開いて土地を形成しているためである。また前庭を
支える石垣が正面に見られ、一段下がった斜面では畑が広がり、その畑を支える石垣も併せて見られ、祖谷地方な
らではの歴史的風致が形成されている。
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④今後の対応

②維持向上の経緯と成果

　少子高齢化に伴い継承が困難な状況であるが、引き続き各伝統的文化遺産の担い手育成には支援を行い、保存
に取り組んでいく。また、多くの団体とも連携協力しながら、保存と活用について協議を行い更なる地域活性化に取
り組んでいく。

対応する方針

Ⅰ歴史的な建造物の保存と活用に関する方針
Ⅱ歴史的な建造物の資材確保に関する方針
Ⅲ歴史的風致を形成する周辺の景観整備に関する方針
Ⅳ民俗芸能の継承とに担い手及び伝統技術者の育成に関する方針

歴史的風致

③自己評価

【市指定史跡「八幡神社」】

倒木による史跡倒壊

【市指定史跡「八幡神社」】

史跡修理後



中間評価（歴史的風致別シート） （様式５）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

歴史的風致
吉野川上流域に残る歴史的風致
（大歩危小歩危）

状況の変化 維持

対応する方針 Ⅴ歴史的文化遺産の掘り起こしと価値づけに関する方針

12

①歴史的風致の概要
　大歩危と小歩危は現在では「地名」あるいは「地域名」として認識されているが、本来は地名というより「ハキ・ハ
ケ・カケ・ガケ」などと同様に、切り立った崖を表す自然地形名称「ホケ」が地名化したものである。
　こうした地形で、明治２４年から２５年の工事にて開通した「四国新道」（現国道３２号線）の開通により、道路から見
える「大歩危小歩危」の景色は景勝地と呼ぶにふさわしく、大歩危小歩危峡を舟下りで観賞するようになってから
は、観光地として広く認知されていった。こうした大歩危小歩危には、自然環境と住民の営みが一体になった歴史的
風致が形成されている。

②維持向上の経緯と成果

④今後の対応

　藤川谷の登録記念物（名勝地関係）での、継承活動や認知度向上のための支援を行い、周辺の環境と併せて保
存に取り組んでいく。

③自己評価

　妖怪などの伝承と結びついている数々の深淵をはじめとする景勝地であり、
近年、地域においてその再発見、継承活動にも活発に取り組まれたことは地
域住民の文化財の意識の向上に寄与した。また認知度の向上も図られた。

●歴史的文化遺産の掘り起こしと保存・継承活動事業
　令和２年度から令和４年度の３ヵ年に名勝調査事業を実施し、大歩危小歩
危の所在する山城町では、大歩危小歩危の風景地６箇所と山城谷の風景地
１１箇所が、調査対象地となり、その中の「藤川谷」は令和６年２月２１日に登
録記念物（名勝地関係）に登録された。
　これにより、地域の歴史的文化遺産の掘り起こしに寄与することができた。
また当該地域に残る妖怪伝承等の認知度が向上した。

【報道資料】

【調査対象地一覧】

【妖怪伝承が残る藤川谷】



中間評価（歴史的風致別シート） （様式５）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

歴史的風致
吉野支流馬路川に残る歴史的風致
（池田町佐野）

状況の変化 維持

対応する方針 Ⅴ歴史的文化遺産の掘り起こしと価値づけに関する方針
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①歴史的風致の概要
　佐野は、阿波と伊予、讃岐の接点に位置し、交通の要衝地であった。また徳島県との国境にある四国霊場六十六
番札所「雲辺寺」への遍路道もあり、佐野の町は交流の場で賑わい、宿場町や商家町としても栄えていった。こうし
た環境から登録有形文化財（建造物）でもある「古本家住宅」をはじめとする当時の姿を残す歴史的建造物も多く見
ることができる。馬路川と平行する旧街道と町並みには、日々雲辺寺へ向かうお遍路さんの姿や、地元住民による
お接待の様子が一体となった町並みが見られ、池田町佐野の歴史的風致が形成されている。

②維持向上の経緯と成果

④今後の対応

　佐野地区自治会と連携し、お遍路さんを対象にしたガイドの育成や、説明看板を設置し更なる地域活性化や認知
度向上に取り組んでいく。

　国史跡「雲辺寺道」、国登録「古本家住宅」など、多くの歴史文化遺産が残
されている佐野地区で、当事業を実施したことにより、地域住民の文化財の
意識の向上に寄与し、歴史的風致も向上した。

●佐野集落文化遺産総合調査事業
　平成２８年１１月に、佐野地区に所在する遍路道「雲辺寺道」が国史跡に指
定され、平成３０年１１月には、明治建築の「古本家住宅」が国登録文化財に
登録されたことを受け、第２期計画の重点区域として設定し、地域住民と佐
野集落文化遺産総合調査事業として、文化遺産を散策できるマップを作成
した。これにより、地域の歴史的文化遺産の掘り起こしに寄与することができ
た。またお遍路さんに配布し散策してもらうことで、認知度が向上した。

【歴史的な町並みが残る佐野地区】

【池田町佐野散策マップ】 【散策マップ作成時の聞き取り】

【古本家住宅の見学会】



中間評価（歴史的風致別シート） （様式５）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

歴史的風致
吉野川中流域に残る歴史的風致（池
田町及び井川町）

状況の変化 維持

対応する方針
Ⅰ歴史的な建造物の保存と活用に関する方針
Ⅴ歴史的文化遺産の掘り起こしと価値づけに関する方針
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①歴史的風致の概要
　四国のほぼ中心に位置する池田町と井川町は、愛媛県、香川県を結ぶ主要な街道、また、吉野川水運との関わり
が深く古くから交通に利用されてきたことから、多くの人が往来し輸送の大動脈であり、多くの商家が立ち並び郷町
と形成されていった。現在でも市指定文化財「旧真鍋家住宅」をはじめ、良好なうだつの町並みが見られ池田町及
び井川町の歴史的風致が形成されている。
　

②維持向上の経緯と成果

④今後の対応

　池田町及び井川町のうだつの町並みの認知度を高めるために、文化財を活用したイベントを企画し観光客の誘致
を行い、地域活性化に取り組んでいく。

③自己評価

　池田町・井川町の核となる文化財を保存修理し活用することにより、地域住
民の文化財に対する意識の向上に寄与した。また町並みの歴史的景観が向
上し、認知度の向上も図られた。

●歴史的建造物保存修理事業
　池田町のうだつの町並みにある市所有の市指定文化財「旧真鍋家住宅」の
西門の老朽化に伴う保存修理を行ったことで、町並みの歴史的景観が向上し
た。
●登録有形文化財「山下家別邸」保存修理事業
　井川町のうだつの町並みにある、市所有の国登録有形文化財「旧山下家別
邸」の全体保存修理を行ったことで、町並みの歴史的景観が向上した。また
内部は地域のコミニュティの場として、整備したことで地域活性化に繋がっ
た。
●歴史的文化遺産の掘り起こしと保存・継承活動事業
　井川町のうだつの町並みにある「旧四国銀行」、「旧熊谷家住宅」の２件４棟
が国登録有形文化財に登録され、認知度の向上及び町並みの歴史的景観
の維持に繋がった。
●文化財写真展
　池田町のうだつの町並みにある市所有の市指定文化財「旧真鍋家住宅」に
おいて、文化財写真展を開催した。第１回は重要無形民俗文化財「西祖谷の
神代踊」、第２回は重要有形民俗文化財「祖谷の蔓橋」の古写真から現在ま
でを説明付き展示を行った。これにより、来訪者に文化財に対する関心と理
解を深めた。
　

【旧真鍋家住宅西門】修理前

修理後

【文化財写真展の様子】
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①歴史的風致の概要
　三野町は三好市の東端に位置し、北は讃岐山脈に奥深くのび、香川県の仲南町や琴南町と境を接し、 南は吉野
川の清流を挟んで三加茂町や半田町に接する。この地区では、溜池と三村用水を開発し水田を維持しつづけ発展
し、徳島県西部一の稲作地帯を有した。この稲作地帯を維持するために、用水や溜池の管理をはじめ、武大神社で
の祭礼行事をおこなうなどの住民と一体となった活動が、三野町の歴史的風致を形成している。

②維持向上の経緯と成果

④今後の対応

　市民団体による活動と連携を図りながら、地域住民や来訪者にPRを行い、引き続き取り組みを推進していく。

③自己評価

　旧三野町役場庁舎を図書室及び多目的室に整備したことで、市民団体での
イベントが盛んに行われるようになり、地域活性化に繋がった。

●歴史的建造物保存修理事業
　三野町の中心部に所在する、国登録有形文化財「旧三野町役場庁舎」は、
大正期の洋風建築として、三野町のランドマーク的な存在である。地域住民
の要望により、文化庁の補助支援を受け耐震改修を実施。その後、１階を図
書室兼学習室、２階を多目的室とした活用整備を行い、地域のコミニュティの
場と整備した。これにより歴史的景観の向上及び地域活性化に繋がった。

歴史的風致
吉野川支流河内谷川に残る歴史的
風致（三野町）

状況の変化 維持

対応する方針 Ⅰ歴史的な建造物の保存と活用に関する方針

中間評価（歴史的風致別シート） （様式５）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

【２階多目的室】

【１階図書室】

【１階学習室】

【登録有形文化財

「旧三野町役場庁舎」】



中間評価（庁内体制シート） （様式６）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年

②庁内の意見・評価

・歴史的風致維持向上計画を策定し、他部署と情報を連携しながら事業を実施していく体制の構築に繋がった。

・歴史的風致を活用したまちづくりには、住民をはじめ多くの人の理解を促進することが望ましく、歴まち事業の進
捗・効果などを、より積極的に外部へ情報発信していく必要がある。
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①庁内組織の体制・変化

　計画の推進にあたり、事務局（社会教育課）と観光課が中心となり、その他事業担当部署で連携を図り、事業を
進めてきた。当該事業の進捗状況について、毎年庁内関係部署とともに三好市歴史的風致維持向上計画協議会
（以下、協議会という。）において評価いただき、ご意見をいただいた。次年度事業の実施については協議会の委
員の方々に現場を確認していただき進めてきた。これにより、各事業実施が円滑に進められた。



・重伝建落合地区修理修景事業や山下家別邸保存修理事業などにより、歴史的建造物の保存は一定の成果を上
げているものと考えられます。一方、活用という観点からは、十分とは言えない部分があると思われます。そんな
中、山下家別邸は地元有志の活動拠点として利用され、活用のために修理が行われたという今後のモデルとなる
べきプロセスを形成しています。今後は、山下家別邸をモデルに、地域住民と歴史的建造物の良好な関係作りに
期待します。

・茅やシラクチカズラなどの歴史的建造物の資材確保については、少子化、高齢化が進む中、長期的な計画を立
てるなどより持続可能性の高い体制構築が必要と考えます。同様に、民俗芸能の担い手や伝統技術者の育成に
ついても、長期的なビジョンに立った持続可能な仕組みづくりが必要と考えます。

・令和元年度から令和５年度はコロナ禍の影響を受けた時期であり、令和２～３年にかけては環境入込客が半減す
るしていたが、順調に回復しているように思えます。これは、三好市の本物の歴史的風致の力だと考えられ、今後
とも本物を活かした各種施策を期待します。

・地域の歴史的風致を活かしたまちづくりを進めるためには、歴史的文化遺産の掘り起こしや歴史的景観の維持向
上は不可欠です。今後とも、現在の取組を積極的に進めていかれるこが重要だと考えます。

・かずら橋の架け替えは今後職人さんの育成、神代踊の踊り手の継承などこれからの5年間で、考えていかないと
いけないも多いと思いますが、これまでの活動は十分活かされていると思います。

・祖谷地域はだいぶ景観の整備が整ったと思うし、住環境も山間部は過酷なため、人口増も期待できない以上、今
後重点的に活用するのはアクセスがしやすい場所のほうが良いのではないかと思う。

・井川町辻にある「山下家別邸」は朝市も継続して開催したり、茜の杜の活動や子ども食堂など新しい取り組みの
現場となっており、整備した効果が出ていると思う。

①住民意見
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②協議会におけるコメント

●市民意識調査
（調査内容）
三好市歴史的風致維持向上計画のこれまでの取り組みについて、以下の各項目についてアンケートを実施。
（令和6年3月1日～31日実施）
アンケート対象者：観光協会・各ガイド団体・文化財講座受講者

（住民意見）
三好市の歴史まちづくりに期待すること、提案などのアンケートを実施。
（令和6年3月1日～31日実施）
アンケート対象者：観光協会・各ガイド団体・文化財講座受講者
※以下、抜粋
・三好市の歴史・文化財の周知(宣伝)方法として、VRを活用した歴史の体験ができればよい。
・平家伝説に関わる話や古民家なども点在しているので、まとめたパンフレットなどがあれば、歴史に興味がない
方でも見てみたい、行ってみたいに繋がるのではないか。
・歴史まちづくりが、地域のコミュニティ作り、地域活動に繋がることを地域住民の方々に知っていただきたい。その
ための取り組みを行うことが必要と思います。
・各地域に残る歴史文化遺産を残すには、それぞれの地域で中心となる人や、グループを支援し育成する取り組
みを行うことが必要と思います。

中間評価（住民評価・協議会意見シート） （様式７）

市町村名 三好市 評価対象年度 H31～R5年



H31～R5年

１．歴史的建造物の保存・活用に関すること
①文化財として指定されているものについては、保存と活用の充実、強化に努める。特に維持のための改修が必
要な建造物については、可能な限り支援を行う。その他の歴史的建造物については個別の詳細調査を行い、条
件を整えた物件から文化財等の指定を進め、支援ができる体制づくりに取り組む。
②空き家バンク登録制度の活用を進め、貸し手/借り手・売り手/買い手のマッチングなど、空き家情報の共有化
を勧める。また地域としての維持管理の仕組みづくりにも取り組む。

２．歴史的な建造物の資材確保に関すること
①資材を採取できるエリアの調査及び、資材（植物）の生態の調査を併せて行い、採取後の環境整備計画を策定
する。

３．歴史的風致を形成する周辺の景観整備に関すること
①徳島県屋外広告物条例・三好市景観条例に基づいて、設置者へ景観上の改善を促していく。
②耕作放棄地では、労働時間や作業負担が少ない作物や、鳥獣被害を受けにくい作物を栽培、また耕作放棄後
に植生するもにススキがあることから、茅葺屋根の材料として再利用を検討する。

４．民俗芸能の継承と担い手及び伝統技術者の育成に関すること
①きめ細かな記録作成等を行い、映像でも継承できる資料づくりを検討する。また体験教室やイベントの開催等
により、公開活用や文化財保護に対する理解と保護意識の向上を図る。このほか、地道に伝統技術の継承と保存
活動に関わる地域団体、市民団体、保存団体等の育成、支援に努める。

５．歴史的文化遺産の掘り起こしと価値付けに関すること
①各種の啓発活動を通じ、文化財の保護活用に関する市民の意識を高めるとともに、情報の収集と実態調査を
行い、市の歴史や貴重な文化遺産を解明し、文化財の保存に向けた価値づけに努める。

①全体の課題

②今後の対応
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１．歴史的建造物の保存・活用に関すること
①老朽化が進んで、維持経費に係る負担が重くなってきている。それに伴い改修等の保存事業が進まず一層老
朽化が進んでいることが課題である。
②相続人がおらず空き家が増加してきいることが課題である。

２．歴史的な建造物の資材確保に関すること
①シラクチカズラのような、条件が揃わなければ生育しない植物は採取すれば減少し、材料確保が困難になって
きていることから、採取後の環境整備を含めた計画を検討する必要がある。

３．歴史的風致を形成する周辺の景観整備に関すること
①一部の観光地では、景観を阻害する看板が建てられたことから、波及しないよう関係計画と併せた指導を検討
する必要がある。
②人口減少による、耕作放棄地が増えてきたことで、往時の景観は大きく変化し、歴史的風致の維持に大きな影
響を及ぼしていることが課題である。

４．民俗芸能の継承と担い手及び伝統技術者の育成に関すること
①後継者不足（少子化・若者の都市流出等）、指導者の高齢化による担い手の育成が困難になってきていること
が課題である。

５．歴史的文化遺産の掘り起こしと価値付けに関すること
①市民の文化財に対する意識は、高まっているが十分とは言えず、近年の空き家の老朽化に伴い解体が進んで
いる。こうした建造物の中には歴史的な価値が高いのも少なくない。今後も、歴史的価値の高い文化遺産が掘り
起されず失われていくことが課題である。

中間評価（全体の課題・対応シート） （様式８）

市町村名 三好市 評価対象年度


